
一般会計（歳出）

総務費 車検見積手数料 （104→132）

財産管理費

補正前 千円 補正後 千円

交通安全防犯推進費 ｻｸﾗﾝﾄﾞ岩倉共用部分管理費負担金 （3,176→3,576）

補正前 千円 補正後 千円

防災対策費 消耗品費 （3,915→4,369） 国費

備品購入費

補正前 千円 補正後 千円

民生費 介護保険特別会計繰出金

社会福祉総務費

補正前 千円 補正後 千円

福祉医療ｼｽﾃﾑ改修業務委託料 （11,921→12,515）

補正前 千円 補正後 千円

令 和 ８ 年 度 ６ 月 補 正 予 算 の 概 要
（単位：千円）

科目 補正額 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 特定財源 補助率

28

28

5,696 5,724

400

400

18,801 19,201

454

2,000 1,546 2,000 10/10

4,281 6,281

1,496

1,496

678,397 679,893

594

594

149,662 150,256

　車検見積手数料の改定に伴い、不足が見込まれるため、手数料を増額するもの。
（本庁公用車管理事
業)

（放置自転車対策事
業) 　電気料金や保険料などの値上げによる施設管理費の改定に伴い、予算の不足が見込まれるた

め、負担金を増額するもの。

（防災資機材整備事
業）

　国の委託事業の採択を受け、災害時の避難所運営に必要な消耗品（簡易ﾍﾞｯﾄﾞ）及び備品（ｱﾝ
ﾌﾟ、ｽﾋﾟｰｶｰ、ﾐｽﾄ扇風機等）を購入するため、消耗品費を増額するとともに、備品購入費を計上
するもの。

　介護保険特別会計の繰入金の増額にあわせて、一般会計の繰出金を増額するもの。
（介護保険特別会計
繰出金)

後期高齢者福祉医療
費

　令和７年度税制改正において「特定親族特別控除」が新設されたことに伴い、ｼｽﾃﾑ改修が必
要なため、委託料を計上するもの。（後期高齢者福祉医

療費支給事業)
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一般会計（歳出） （単位：千円）

科目 補正額 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 特定財源 補助率

心身障害者福祉費 障害福祉ｼｽﾃﾑ改修業務委託料 国費

補正前 千円 補正後 千円

児童福祉手当総務費 児童扶養手当ｼｽﾃﾑ改修業務委託料

補正前 千円 補正後 千円

生活保護総務費 会計年度任用職員報酬 国費

時間外勤務手当

期末勤勉手当

短期負担金

保健経理

事務費

厚生年金

子ども・子育て拠出金

費用弁償

消耗品費

印刷製本費

郵送料

補正前 千円 補正後 千円

1,347

（自立支援費) 1,347 390 1/2

1,508,374 1,509,721

693

（児童福祉手当) 693

1,128,351 1,129,044

1,569

4,424 1,250 4,424 10/10

406

165

7

5

111

5

250

500

13

143

0 4,424

　令和８年度障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等報酬改定及び令和７年度税制改正において「特定親族特別控除」
が新設されたことに伴い、ｼｽﾃﾑ改修が必要なため、委託料を計上するもの。

（障害福祉
ｻｰﾋﾞｽ分）

　令和７年度税制改正において「特定親族特別控除」が新設されたことに伴い、ｼｽﾃﾑ改修が必
要なため、委託料を計上するもの。

（保護費等の追加給
付事務費)

　最高裁判決対応により、対象の保護受給者に追加給付するための体制を整備するため、必要な
経費を計上するもの。
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一般会計（歳出） （単位：千円）

科目 補正額 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 特定財源 補助率

生活扶助費 （182,585→224,795） 国費

補正前 千円 補正後 千円

衛生費 がん患者医療用補整具購入費補助金 （400→500） 県費

保健費

補正前 千円 補正後 千円

塵芥処理費 車検見積手数料 8 （28→36）

補正前 千円 補正後 千円

土木費 五条川堤防道路ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ内設備撤去・整地工事

道路維持費

補正前 千円 補正後 千円

道路新設改良費 歩道設置工事

補正前 千円 補正後 千円

扶助費 42,210

（扶助費) 42,210 31,658 3/4

737,434 779,644

100

100 50 1/2

（事務管理費）

5,036 5,136

8

132,285 132,293

10,816

10,816

（道路維持費)

41,626 52,442

8,523

8,523

0 8,523

　最高裁判決対応により、対象の保護受給者に追加給付するため、扶助費を増額するもの。

　愛知県のがん患者ｱﾋﾟｱﾗﾝｽｹｱ支援事業費補助金の補助対象に、新たにｴﾋﾟﾃｰｾﾞの購入費用の補
助が加わったことに伴い、岩倉市がん患者医療用補整具購入費補助金の補助対象を拡大するた
め、補助金を増額するもの。

（ごみ適正処理事
業)

　車検見積手数料の改定に伴い、不足が見込まれるため、手数料を増額するもの。

　平成９年に五条川堤防道路整備事業にて整備した八剱町地内（夢さくら公園南側）のﾎﾟｹｯﾄ
ﾊﾟｰｸの一部90.32㎡について、土地所有者の意向により返却することになったため、公園設備
（四阿やﾍﾞﾝﾁ等）の撤去及び整地に係る工事費を計上するもの。

（市道北37号線歩道
設置事業) 　令和９年４月開園予定の五条川小学校区統合保育園の整備にあわせて、通園者の安全確保に

向け既存水路を歩道として整備するため、歩道設置工事を計上するもの。
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一般会計（歳出） （単位：千円）

科目 補正額 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 特定財源 補助率

消防費 修繕料 （5,794→8,544）

常備消防費

補正前 千円 補正後 千円

車検見積手数料 8 （28→36）

補正前 千円 補正後 千円

非常備消防費 車検見積手数料 4 （14→18）

補正前 千円 補正後 千円

教育費 市指定文化財修復費補助金 （1→1,949） 繰入金

文化財保護費

補正前 千円 補正後 千円

給食ｾﾝﾀｰ費 車検見積手数料 6 （21→27）

補正前 千円 補正後 千円

2,750

2,750

23,218 25,968

（消防車両管理費)

8

7,511 7,519

（施設等管理費) 4

2,149 2,153

1,948

1,948 1,267

1,881 3,829

（事務管理費) 6

126,884 126,890

補　正　額　計 77,355 39,789

　ｶﾞｽ給湯器に不具合が発生し、浴室等にお湯を安定的に供給できないことから修繕を実施する
ため、修繕料を増額するもの。（消防庁舎施設管理

費)

　車検見積手数料の改定に伴い、不足が見込まれるため、手数料を増額するもの。

　車検見積手数料の改定に伴い、不足が見込まれるため、手数料を増額するもの。

（市指定文化財保護
事業)

　車検見積手数料の改定に伴い、不足が見込まれるため、手数料を増額するもの。

　大上市場区が、令和８年度文化庁補助金を受け山車水引幕の修繕を実施することに伴い、事
業費（8,148,800円）から文化庁補助金額（6,926,000円）を除いた事業費の２分の１を補助す
るため補助金を増額するもの。また、中本町区山車車輪の鉄輪に摩耗及びずれが生じており、
車輪の修繕を実施することに伴い、事業費（1,408,000円）の10分の９（1,267,200円）をふる
さとづくり基金活用山車修復修理事業補助金により補助し、補助金を除いた事業費の２分の１
を補助するため補助金を増額するもの。
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一般会計（歳入）

国庫支出金 生活保護費負担金

民生費国庫負担金 補正前 千円 補正後 千円

民生費国庫補助金 障害者総合支援事業費補助金

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

補正前 千円 補正後 千円

総務費委託金 自主防災組織等活性化推進事業委託金

補正前 千円 補正後 千円

県支出金 がん患者ｱﾋﾟｱﾗﾝｽｹｱ支援事業費補助金

衛生費補助金 補正前 千円 補正後 千円

繰入金 ふるさとづくり基金繰入金

繰入金 補正前 千円 補正後 千円

繰越金 前年度繰越金

繰越金 補正前 千円 補正後 千円

第２表  債務負担行為補正

（追加）

（単位：千円）

科目 補正額 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

31,658

2,678,581 2,710,239

390

4,424

228,004 232,818

2,000

1,014 3,014

50

11,369 11,419

1,267

1,273,636 1,274,903

268,219 305,785

補　正　額　計 77,355

（単位：千円）

事　　　　　項 期　　　　　間 限度額

31,658

4,814

2,000

50

1,267

37,566

放課後児童ｸﾗﾌﾞ運営委託料 令和８年度～令和11年度 566,297 

総合体育文化ｾﾝﾀｰ及び屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設指定管理料 令和９年度～令和13年度 563,577 
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介護保険特別会計（歳出）

総務費 介護保険ｼｽﾃﾑ改修業務委託料 （11,253→12,749） 繰入金

一般管理費

補正前 千円 補正後 千円

介護保険特別会計（歳入）

繰入金 その他一般会計繰入金

繰入金 補正前 千円 補正後 千円

上水道事業会計

第３条予算（収益的支出）

水道事業費用 手数料 8 （38→46）

営業費用 8

（配水及び給水費）

補正前 千円 補正後 千円

（単位：千円）

科目 補正額 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 特定財源 補助率

1,496

1,496 1,496

（事務管理費)

25,529 27,025

補　正　額　計 1,496

（単位：千円）

科目 補正額 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

1,496

791,397 792,893

補　正　額　計 1,496

（単位：千円）

科目 補正額 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明 特定財源 補助率

168,205 168,213

補　正　額　計 8

　令和８年度介護報酬改定（基準費用額（食費）及び補足給付の負担限度額等の見直し）に伴
い、ｼｽﾃﾑ改修が必要なため委託料を増額するもの。

1,496

　車検見積手数料の改定に伴い、不足が見込まれるため、手数料を増額するもの。
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